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平成28年度診療報酬改定の概要

平成 28 年度診療報酬改定の概要を、栄養関連部分の変更点を中心に、平成 28 年 3 月 4 日に開催された診療報酬改定説明

会資料、告知および通知から抜粋して掲載します。今回の改定では、外来・入院栄養食事指導料の初回が260点に倍増、2

回目以降（入院は「2 回目」）も 200点に増額され、指導の対象にがん、摂食・嚥下機能低下、低栄養が加わりました。

さらに、在宅患者訪問栄養食事指導料の算定要件から調理実技が削除されました。
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診療報酬の算定方法の一部を改正する件（告示）（平成 28

年厚生労働省告示第 52号）

第 2 章　特掲診療料

第 1 部　医学管理等

B001　特定疾患治療管理料

9 　外来栄養食事指導料

イ　初回 260 点

ロ　 2 回目以降 200 点

注  　別に厚生労働大臣が定める基準を満たす保険医療機

関において、入院中の患者以外の患者であって、別に

厚生労働大臣が定めるものに対して、医師の指示に基

づき管理栄養士が具体的な献立等によって指導を行っ

た場合に、初回の指導を行った月にあっては月 2 回に

限り、その他の月にあっては月 1 回に限り算定する。

10　入院栄養食事指導料（週 1 回）

イ　入院栄養食事指導料 1

　（1）初回 260 点

　（2） 2 回目 200 点

ロ　入院栄養食事指導料 2

　（1）初回 250 点

　（2） 2 回目 190 点

注 1  　イについては、別に厚生労働大臣が定める基準を

満たす保険医療機関において、入院中の患者であっ

て、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、医師

の指示に基づき管理栄養士が具体的な献立等によっ

て指導を行った場合に、入院中 2 回を限度として算

定する。

　2  　ロについては、別に厚生労働大臣が定める基準を

満たす保険医療機関（診療所に限る。）において、入

院中の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるも

のに対して、当該保険医療機関の医師の指示に基づ

き当該保険医療機関以外の管理栄養士が具体的な献

立等によって指導を行った場合に、入院中 2 回を限

度として算定する。

第 2 部　在宅医療

C009　在宅患者訪問栄養食事指導料

1　同一建物居住者以外の場合 530 点

2　同一建物居住者の場合 450 点

注 1  　1 については、在宅で療養を行っており通院が困

難な患者（当該患者と同一の建物に居住する他の患

者に対して当該保険医療機関が同一日に訪問栄養食

事指導を行う場合の当該患者（以下この区分番号に

おいて「同一建物居住者」という。）を除く。）であ

って、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、2

については、在宅で療養を行っており通院が困難な

患者（同一建物居住者に限る。）であって、別に厚

生労働大臣が定めるものに対して、診療に基づき計

画的な医学管理を継続して行い、かつ、管理栄養士

が訪問して具体的な献立等によって栄養管理に係る

指導を行った場合に、1 と 2 を合わせて月 2 回に限

り算定する。

2  　在宅患者訪問栄養食事指導に要した交通費は、患

家の負担とする。

特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件（平成 28年

厚生労働省告示第 54号）

第三　医学管理等

二　特定疾患治療管理料に規定する施設基準等

（6）  の 2　外来栄養食事指導料及び入院栄養食事指導料の

対象患者

疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に

基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する別表第

三に掲げる特別食を必要とする患者、がん患者、摂食機

能若しくは嚥下機能が低下した患者又は低栄養状態にあ

る患者

（6）の 3　集団栄養食事指導料に規定する特別食

治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づ

き提供された適切な栄養量及び内容を有する別表第三に

掲げる特別食

第四　在宅医療

五  　在宅患者訪問栄養食事指導料に規定する別に厚生労働

大臣が定める患者

疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に

基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する別表第

三に掲げる特別食を必要とする患者、がん患者、摂食機

能若しくは嚥下機能が低下した患者又は低栄養状態にあ

る患者

別  表第三　外来栄養食事指導料、入院栄養食事指導料、集

団栄養食事指導料及び在宅患者訪問栄養食事指導料に規

定する特別食

  　腎臓食　肝臓食　糖尿食　胃潰瘍食　貧血食　膵臓食 

脂質異常症食　痛風食　てんかん食　フェニールケトン

尿症食　楓糖尿症食　ホモシスチン尿症食　ガラクトー

ス血症食　治療乳　無菌食　小児食物アレルギー食（外

来栄養食事指導料及び入院栄養食事指導料に限る。）特

別な場合の検査食（単なる流動食及び軟食を除く。）
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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項に

ついて（通知）（平成 28年 3月 4日、保医発 0304 第 3号）

第 2 章　特掲診療料

＜通則＞

2  　算定回数が「週」単位又は「月」単位とされているも

のについては、特に定めのない限り、それぞれ日曜日か

ら土曜日の 1 週間又は月の初日から月の末日の 1 か月を

単位として算定する。

第 1 部　医学管理等

B001　特定疾患治療管理料

9　外来栄養食事指導料

（1  ）外来栄養食事指導料は、入院中の患者以外の患者であ

って、別に厚生労働大臣が定める特別食を医師が必要と

認めた者又は次のいずれかに該当する者に対し、当該保

険医療機関の管理栄養士が医師の指示に基づき、患者ご

とにその生活条件、し好を勘案した食事計画案等を必要

に応じて交付し、初回にあっては概ね 30 分以上、2 回

目以降にあっては概ね 20 分以上、療養のため必要な栄

養の指導を行った場合に算定する。

ア　がん患者

イ　摂食機能又は嚥下機能が低下した患者

ウ　低栄養状態にある患者
（入院栄養食事指導料も同旨の規定。（ただし、「2 回目以降」は「2

回目」））

（2  ）管理栄養士への指示事項は、当該患者ごとに適切なも

のとし、熱量・熱量構成、蛋白質、脂質その他の栄養素

の量、病態に応じた食事の形態等に係る情報のうち医師

が必要と認めるものに関する具体的な指示を含まなけれ

ばならない。
（個別・集団の栄養食事指導料で同じ規定）

（5  ）特別食には、心臓疾患及び妊娠高血圧症候群等の患者

に対する減塩食、十二指腸潰瘍の患者に対する潰瘍食、

侵襲の大きな消化管手術後の患者に対する潰瘍食、クロ

ーン病及び潰瘍性大腸炎等により腸管の機能が低下して

いる患者に対する低残渣食、高度肥満症（肥満度が＋40

％以上又は BMI が 30 以上）の患者に対する治療食並び

にてんかん食（難治性てんかん（外傷性のものを含

む。）、グルコーストランスポーター1 欠損症又はミトコ

ンドリア脳筋症の患者に対する治療食であって、グルコ

ースに代わりケトン体を熱量源として供給することを目

的に炭水化物量の制限と脂質量の増加が厳格に行われた

ものに限る。）を含む。ただし、高血圧症の患者に対す

る減塩食（塩分の総量が 6 g 未満のものに限る。）及び

小児食物アレルギー患者（食物アレルギー検査の結果

（他の保険医療機関から提供を受けた食物アレルギー検

査の結果を含む。）、食物アレルギーを持つことが明らか

な 9 歳未満の小児に限る。）に対する小児食物アレルギ

ー食については、入院時食事療養（Ⅰ）又は入院時生活

療養（Ⅰ）の特別食加算の場合と異なり、特別食に含ま

れる。なお、妊娠高血圧症候群の患者に対する減塩食

は、日本高血圧学会、日本妊娠高血圧学会等の基準に準

じていること。
（今次改定で追加されるてんかん食については、個別・集団の栄養

食事指導料とも同じ規定）

（6  ）摂食機能又は嚥下機能が低下した患者とは、医師が、

硬さ、付着性、凝集性などに配慮した嚥下調整食（日本

摂食嚥下リハビリテーション学会の分類に基づく。）に

相当する食事を要すると判断した患者をいう。
（個別の栄養食事指導料で同じ規定）

（7  ）低栄養状態にある患者とは、次のいずれかを満たす患

者をいう。

ア　血中アルブミンが 3.0 g/dL 以下である患者

イ  　医師が栄養管理により低栄養状態の改善を要すると

判断した患者
（個別の栄養食事指導料で同じ規定）

第 2 部　在宅医療

C009　在宅患者訪問栄養食事指導料

（1  ）（略）医師が当該患者に特掲診療料の施設基準等に規

定する特別食を提供する必要性を認めた場合又は次のい

ずれかに該当するものとして医師が栄養管理の必要性を

認めた場合であって、当該医師の指示に基づき、管理栄

養士が患家を訪問し、患者の生活条件、し好等を勘案し

た食品構成に基づく食事計画案又は具体的な献立等を示

した栄養食事指導せんを患者又はその家族等に対して交

付するとともに、当該指導せんに従い、食事の用意や摂

取等に関する具体的な指導を 30 分以上行った場合に算

定する。

ア　がん患者

イ　摂食機能又は嚥下機能が低下した患者

ウ　低栄養状態にある患者
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入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に

係る生活療養の費用の額の算定に関する基準の一部を改正

する件（告示）（平成 28年 3月 4日厚生労働省告示第 62

号）

別表

食事療養及び生活療養の費用額算定表

第一　食事療養

1　入院時食事療養（I）（1 食につき）

（1）（2）以外の食事療養を行う場合 640 円

（2）流動食のみを提供する場合 575 円

　注

1  　（1）については、別に厚生労働大臣が定める基準

に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出て

当該基準による食事療養を行う保険医療機関に入院し

ている患者について、当該食事療養を行ったときに、

1 日につき 3 食を限度として算定する。

2  　（2）については、別に厚生労働大臣が定める基準

に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出て

当該基準による食事療養を行う保険医療機関に入院し

ている患者について、当該食事療養として流動食（市

販されているものに限る。以下同じ。）のみを経管栄

養法により提供したときに、1 日に 3 食を限度として

算定する。

3  　別に厚生労働大臣が定める特別食を提供したとき

は、1 食につき 76 円を、1 日につき 3 食を限度として

加算する。ただし、（2）を算定する患者については、

算定しない。

4  　当該患者（療養病棟に入院する患者を除く。）につ

いて、食堂における食事療養を行ったときは、1 日に

つき 50 円を加算する。

2　入院時食事療養（II）（1 食につき）

（1）（2）以外の食事療養を行う場合 506 円

（2）流動食のみを提供する場合 455 円

注

1  　（1）については、入院時食事療養（I）を算定する

保険医療機関以外の保険医療機関に入院している患者

について、食事療養を行ったときに、1 日につき 3 食

を限度として算定する。

2  　（2）については、入院時食事療養（I）を算定する

保険医療機関以外の保険医療機関に入院している患者

について、食事療養として流動食のみを経管栄養法に

より提供したときに、1 日につき 3 食を限度として算

定する。

第二　生活療養

1　入院時生活療養（I）

（1  ）健康保険法第六十三条第二項第二号イ及び高齢者の

医療の確保に関する法律第六十四条第二項第二号イに

掲げる療養（以下「食事の提供たる療養」という。）（1

食につき）

イ　ロ以外の食事の提供たる療養を行う場合 554 円
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ロ　流動食のみを提供する場合 500 円

（2  ）健康保険法第六十三条第二項第二号ロ及び高齢者の

医療の確保に関する法律第六十四条第二項第二号ロに

掲げる療養（以下「温度、照明及び給水に関する適切

な療養環境の形成たる療養」という。）（1 日につき） 

398 円

注

1  　（1）のイについては、別に厚生労働大臣が定める

基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け

出て当該基準による生活療養を行う保険医療機関に入

院している患者について、当該生活療養を行ったとき

に、（1）に掲げる療養として、1 日につき 3 食を限度

として算定する。

2  　（1）のロについては、別に厚生労働大臣が定める

基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け

出て当該基準による生活療養を行う保険医療機関に入

院している患者について、当該生活療養として流動食

のみを経管栄養法により提供したときに、（1）に掲げ

る療養として、1 日につき 3 食を限度として算定する。

3  　別に厚生労働大臣が定める特別食を提供したとき

は、（1）に掲げる療養について、1 食につき 76 円を、

1 日につき 3 食を限度として加算する。ただし、（1）

のロを算定する患者については、算定しない。

4  　当該患者（療養病棟に入院する患者を除く。）につ

いて、食堂における（1）に掲げる療養を行ったとき

は、1 日につき 50 円を加算する。

2　入院時生活療養（Ⅱ）

（1）食事の提供たる療養（1 食につき） 420 円

（2  ）温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成

たる療養（1 日につき） 398 円

注  　入院時生活療養（I）を算定する保険医療機関以外

の保険医療機関に入院している患者について、生活療

養を行ったときに、（1）に掲げる療養については 1 日

につき 3 食を限度として算定する。

入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に

係る生活療養の実施上の留意事項について（通知）（平成

28年 3月 4日、保医発 0304 第 5号）

2　入院時食事療養又は入院時生活療養

（2  ）「流動食のみを経管栄養法により提供したとき」とは、

当該食事療養又は当該食事の提供たる療養として食事の

大半を経管栄養法による流動食（市販されているものに

限る。以下この項において同じ。）により提供した場合

を指すものであり、栄養管理が概ね経管栄養法による流

動食によって行われている患者に対し、流動食とは別に

又は流動食と混合して、少量の食品又は飲料を提供した

場合（経口摂取か経管栄養の別を問わない。）を含むも

のである。

3　特別食加算

（1  ）特別食加算は、入院時食事療養（Ⅰ）又は入院時生活

療養（Ⅰ）の届出を行った保険医療機関において、患者

の病状等に対応して医師の発行する食事せんに基づき、

「入院時食事療養及び入院時生活療養の食事の提供たる

療養の基準等」（平成 6 年厚生省告示第 238 号）の第 2

号に示された特別食が提供された場合に、1 食単位で 1

日 3 食を限度として算定する。ただし、流動食（市販さ

れているものに限る。）のみを経管栄養法により提供し

たときは、算定しない。なお、当該加算を行う場合は、

特別食の献立表が作成されている必要がある。




